
~裁判員制度        

平成２２年５月２１日で 

スタートから１年経過～ 

 刑事裁判に市民が加わる裁判員制度がスタートして５月２１日で１年が経ち、

様変わりした法廷と社会の制度への理解が進んでいるがいろいろな課題もでて

きている。 
 
今後、制度をうまく機能させていくためには、裁判員への仕事との両立など審

理に集中できるよう、周囲の配慮が大きな課題となっている。 
 
５月２１日までの１年間に起訴したのが１,６６４人、判決が出た被告は５３０

人と少ない。検察側・弁護側・裁判所それぞれに理由があって、裁判の進行が

遅れるようであるがもっと早いペースでの判決が望まれている。 
 

～裁判員の量刑、東京高裁で初の破棄～ 
 
５月２６日に行われた東京高裁の控訴審判決で裁判員裁判の一審判決が初めて

破棄された。（懲役１３年→１２年に） 
 
裁判官と市民の計９人で出した結論が３人の裁判官により覆されたことになる。 
日本の裁判は三審制を採用しており、裁判員裁判の制度導入後、高裁での控訴

審の役割については当初から課題とされていたが、これまでの控訴審はすべて

一審判決を重視し控訴棄却を言い渡してきた。 
 
今回の棄却は市民感覚の反映を趣旨とした裁判員裁判制度に疑問を投げかけて

いる。                           (2010/05/27) 
 
◆ 裁判員制度への企業の対応について（2010/03/25） 
 
 「裁判員裁判制度」・・・・・順調な運用経過・・・平成２１年８月３日から１２月３１日ま

でに全国の地裁で１４２件の裁判員裁判が実施された。裁判員候補者の中から５、４１５名が裁

判所に出向き裁判員又は補充裁判員として１，１８４名が選任され,法廷での審理が行われまし
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た。 

 
審理日数は２～６日。裁判員を経験した９６．７％の人は滅多にできない貴重な体験であった、

又、事業所に休暇制度があり、上司も理解してくれて支障なく責任を果たせたとの報告もされて

います。 

 
一方、ある高校での「判決文」に対する評価では以前よりは改善されたとしても市民にとっての

わかりやすさにはほど遠く、法律家はもっと表現力を磨く必要があるとの弁護士の意見もありま

す。 

 
➣ 平成２１年 8 月 3 日全国初となる市民が刑事裁判に参加する裁判員裁判が東京地裁で、全

国第１号の判決となったのは５月に足立区で起きた殺人事件の審理でした。１０月末までに起訴

された裁判員裁判の対象事件被告は７８１人で判決が言い渡されたのは７２人となっています。 

 
➣ 裁判員又は裁判員候補者として裁判所での審理に出席するため、休暇を取得して会社を休む

ことは認められています。（労働基準法第７条「公民権の行使」としての取り扱い） 

 
➣ 審理に出席するために休暇を取得したことなどを理由に、使用者が不利益な取り扱いをする

ことは禁止されています。 

 
➣ 裁判員又は裁判員候補者等には日当、旅費、宿泊料などが支払われますが、事件によっては

３～５日位見込まれる場合もあります。休暇制度を設けることは義務付けられておりませんが、

休暇制度やその間の賃金の有給・無給については配慮・検討しておく必要があると思われます。 


